
徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
年
徳
島
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
起
業
家
支
援
室
又
は
」
及
び
「（
以
下
「
起
業
家
支
援
室
等
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
改
め
、
同
条
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
、「
を
利
用
す
る
者
の
資
格
」
を
「
の
利
用
資
格
」
に
、「
新
聞

等
県
民
が
」
を
「
県
民
に
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
研
究
室
の
利
用
資
格
を
有
す
る
者
）

第
五
条

研
究
室
の
利
用
資
格
を
有
す
る
者
は
、
法
人
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
教
員
又
は
学
生
そ
の
他
知

事
が
適
当
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
研
究
開
発
を
行
い
、
か
つ
、
県
内
で
創
業
し
よ
う
と
し
、
又
は
事
業
を
営
ん
で
い
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
起
業
家
支
援
室
の
利
用
の
許
可
の
期
間
は
、
三
年
以
内
の
期
間
と
し
、」
を
削
り
、「
二
年
」
を

「
三
年
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
起
業
家
支
援
室
に
つ
い
て
は
、
利
用
開
始
日
」
を
「
利
用
の
許
可
の
期
間
の
初
日
」
に
、「
五
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
、「
研
究
室
に
つ
い
て
は
、

利
用
開
始
日
か
ら
引
き
続
き
四
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
給
水
せ
ん
」
を
「
給
水
栓
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
起
業
家
支
援
室
の

共
同
利
用
施
設
」
を
「
研
究
室
の
利
用
者
の
共
同
利
用
施
設
」
に
、「
起
業
家
支
援
室
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
」
を
「
研
究
室
の
利
用
者
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
改
め
る
。
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徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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六
年
三
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十
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田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
十
九
号



第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
改
め
、
同
条
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
、「
製
造
業
等
に
属
す
る
事
業
以
外
の
事
業
の
た
め
」
を
「
利

用
の
許
可
を
受
け
た
用
途
以
外
の
用
途
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「（
研
究
室
の
模
様
替
等
の
禁
止
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
起
業
家
支
援
室
等
」
を
「
研
究
室
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
起
業
家
支
援
室
の
項
を
削
り
、
同
表
研
究
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

研
究
室
一
か
ら
研
究
室
四
ま
で

一
室
一
月

二
九
、
九
五
○
円

研
究
室
五
及
び
研
究
室
六

一
室
一
月

三
○
、
九
○
○
円

研
究
室

研
究
室
七
及
び
研
究
室
九

一
室
一
月

三
九
、
三
八
○
円

研
究
室
八

一
月

四
○
、
九
五
○
円

研
究
室
十
か
ら
研
究
室
十
五
ま
で

一
室
一
月

四
四
、
○
○
○
円

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

2

改
正
後
の
徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
、
第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
の
期
間
の
延
長
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
条
例
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

（
起
業
家
支
援
室
の
利
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

3

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利

用
の
許
可
を
受
け
て
起
業
家
支
援
室
を
利
用
し
て
い
る
者
の
利
用
の
許
可
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
当
該
起
業
家
支
援
室
に
相
当
す
る
研
究
室
の
利
用
の
許
可
と
み
な

す
。

（
研
究
室
の
利
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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4

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
を
受
け
て
研
究
室
を
利
用
し
て
い
る
者
に
係
る
当
該
利
用
の
許
可
の
期
間
の
初
日
か
ら
引
き

続
き
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
け
る
当
該
利
用
の
許
可
の
期
間
の
延
長
は
、
改
正
後
の
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

初
校
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